
                    日時：平成 26年８月５日（火）10：00～12：00 

                場所：ＳＴＶ北２条ビル ６階Ａ会議室 

 

札幌市空き家対策検討委員会（第２回） 

次   第 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 第１回検討委員会について 

 

 

 

３ 議事 

⑴ 空き家の対応に関する現行法令について 

 

 

 

⑵ 不適正管理空き家現況調査の結果について 

 

 

 

⑶ 自主的な解消に向けた対策について 

  ・除却補助制度の考え方 

  ・民間事業者等との連携の考え方 

 

 

 

４ 閉会 

 

 



【空き家の対応に関する現行法令】 資料１

2014.8.5　第２回札幌市空き家対策検討委員会

対象 行政上の措置

指

導

勧

告

命

令

代

執

行

内

容

建築基準法 著しく保安上危険であり、または著しく衛生上有害な既存不適格建築物

※

等 ○ ○ 除却、移転、改築等 第１０条３項

建築物の敷地、構造および建築設備 常時適法な状態に維持する努力義務 第８条

道路境界線又は隣地境界線に近接する建築物で、氷雪の落下により他に危害を与えるおそれのあるもの

雪止めの設置その他の当該危害を防止するため

有効な措置を講じなければならない。

札幌市建築基準法

施行条例第12条

道路法 認定区域内に生じている道路の交通に支障を及ぼす恐れのある行為 ○ ○ 工作物等の除却その他必要な措置 第４４条

消防法 屋外における火災予防上危険なもの ○ ○ 屋外の延焼のおそれのあるものの除却等 第３条

空き地の枯草等の燃焼のおそれのある物件 除去し火災の発生のおそれのないよう管理

札幌市火災予防条例

第３０条

空き家

侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除

去その他火災予防上必要な措置

札幌市火災予防条例

第３０条

景観法

形態意匠が自治体が定める景観地区（札幌市では未指定）における良好な景観の形成に著しく支障があると

認められる既存不適格建築物

※２
○ ○

形態意匠の制限に適合するため必要な改築、模様

替等（費用は自治体負担）

第７０条

景観計画区域内（札幌市では市内全域）の建築物・工作物（一定規模以上） ○

新増改築、移転、色彩の変更等の届出、制限に適

合しなかった場合の是正

札幌市都市景観条例

廃棄物処理法 自己所有地でごみ（一般廃棄物と明らかなもの）を不法に処分している ○ ○ 除却等の必要な措置 第１９条４、７

廃棄物の不法投棄によって生活環境の保全上支障がある ○ ○ 除却等（不法投棄を行った者へ） 第１９条４、７

所有者が所有する土地または建物 所有者は清潔を保つように努めなければならない 第５条１

※）既存不適格建築物…建設時に適法に建てられた建築物であって、その後の法令改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じたもの。そのまま使用してもただちに違法というわけではないが、

増築や建替え等を行う際には、法令に適合するよう建築しなければならない。当初から法令に違反して建築された違法建築や欠陥住宅とは区別される。

現

　

行

　

法
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札幌市内不適正管理空き家現況調査の結果と分析 2014.8.5 第２回空き家検討委員会 資料２
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崖地等にあり、⽴地不安定

看板、機器類の破壊、飛散

外部階段、外部廊下の明確な傾斜

建物全体の崩落・落階

基礎の破損、上部構造とのズレ

建物全体の傾斜

建物⼀部の崩落・落階

建物⼀部の傾斜

壁体を貫通する穴

外壁⾯全体にわたる⼤きな⻲裂・剥落・破壊

物置、外塀等、⽴⽊の倒壊

屋根材飛散の恐れのある剥がれ

外壁材飛散の恐れのある剥がれ

仕上材の剥落、下地材の露出

煙突部の⻲裂、崩落危険性

屋根の変形・破損

窓枠、窓ガラスのゆがみ、ひび割れ

軒部分の破損

外壁の⼀部に⼩規模の⻲裂・剥落・破壊

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

著 高 低

表１：建築⾃体の危険度に関わる調査項目の著・高・低・無の件数（150件中） 表２：建築⾃体の危険度に関わる著・高・低の割合

○ 多くの空き家物件に該当する調査項目は下記の通り（表１）
・ 「外壁の⼀部に⼩規模の⻲裂・剥落・破壊」 （95/150 …63％）
・「軒部分の破損」 （95/150 …63％）
・「窓枠、窓ガラスのゆがみ、ひび割れ」 （80/150 …53％）
・「屋根の変形・破損」 （72/150 …48％）

○ 該当すると、著しい危険度を高い割合で⽰す調査項目は下記の通り（表２）
・「建物全体の崩落・落階」 （100％）
・「建物全体の傾斜」 （75％）
・「外部階段、外部廊下の明確な傾斜」 （60％）
・「外壁⾯全体にわたる⼤きな⻲裂・剥落・破壊」（59％）

○ 「⽴地不安定」「看板、機器類の破壊・飛散」は150件のうち発生している物件は無かった（表１）

①【建物⾃体の危険度】について

これらの項目は発生頻度は高いものの、危険度の著しいものの割合が低いことがわかる

これらは調査項目として残す優先順位は低いと考えられる

これらの項目は該当する建物件数は少ないが、発生すると危険な項目であることがわかる

項目によって発生頻度や危険度に⼤きな差が⾒られることから、認定基準では、項目内容ごとに基準点に差をつけるなどの考え⽅が必要である。

■無 ■低 ■高 ■著

件



札幌市内不適正管理空き家現況調査の結果と分析 2014.8.5 第２回空き家検討委員会 資料２

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

著 高 低

表３：敷地環境の悪影響の危険度に関わる調査項目の著・高・低・無の件数（150件中） 表４：敷地環境の悪影響の危険度に関わる著・高・低の割合

0102030405060708090100110120130140150

落書き

延焼ラインの外壁に可燃材を使用

建具破損、未施錠により侵入可能

不法投棄、ごみの散乱、枯枝の散乱

灯油タンク、放置チラシ、枯枝等可燃物

害虫、害鳥・ねずみ等の発生

落雪可能性

雑草、越境枝葉などの迷惑植栽

②【敷地環境の悪影響】について

○ 「落雪」の項目は、危険度「有」の案件が多数（125/150 83％）ある（表３）

○ 「灯油タンク、放置チラシ、枯枝等可燃物」（87/150 58％）「害虫、害鳥・ねずみ等の発生」（123/150 82％）
「雑草、越境枝葉などの迷惑植栽」（140/150 93％）の項目についても危険度「有」の案件が多数ある（表３）

○ 「不法投棄、ごみの散乱、枯枝の散乱」（38/150 25％）「建具破損、未施錠により侵入可能」（35/150 23％）
の項目については、危険度「有」の案件はそれほど多くないものの、問題が発生した際には
「著」の割合が高く、他の項目よりも周辺への影響度（危険度）が高い（表３・４）

札幌市のような積雪寒冷地では、空き家からの「落雪」問題が周辺へ悪影響を及ぼしており、
「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」を判定する要素として、

認定基準の要素に加える必要があると考えられる

建物の危険度と同じく、項目によって発生頻度や危険度に⼤きな差が⾒られることから、認定基準では、項目内容ごとに基準点に差をつけるなどの考え⽅が必要である

「落雪」と同様、認定基準の要素として加える必要があると考えられる

認定基準の要素として加える必要があると考えられる

■無 ■低 ■高 ■著

○ 「⽴地」については、その項目に該当しただけで「不適正管理である」とはならないが、
調査結果からは、市内にある空き家は「近隣に建物が密集している」

（建物が２メートル程度で近接）⽴地に該当している例が多いことがわかった（表５）

③【周辺環境】について

認定基準において「周囲に与える影響範囲」の要素を加味することを検討する際に
「建物の密集状況」も考慮する必要があると考えられる。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

著 高 低

0102030405060708090100110120130140150

幹線道路、通学路に⾯している

近隣に不特定多数が集まる施設がある

近隣に建物が密集している

■無 ■低 ■高 ■著

表５：⽴地の危険度に関わる調査項目の著・高・低・無の件数（150件中） 表６：⽴地の危険度に関わる著・高・低の割合

件

件



札幌市内不適正管理空き家現況調査の結果と分析 2014.8.5 第２回空き家検討委員会 資料２

④【影響範囲】について

表７：危険がある場合の道路・隣地・敷地内に及ぼす割合

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

崖地等にあり、⽴地不安定

看板、機器類の破壊、飛散

建物⼀部の崩落・落階

窓枠、窓ガラスのゆがみ、ひび割れ

外部階段、外部廊下の明確な傾斜

外壁の⼀部に⼩規模の⻲裂・剥落・落階

煙突部の⻲裂、崩落危険性

壁体を貫通する穴

軒部分の破損

灯油タンク、放置チラシ、枯枝等可燃物

屋根の変形・破損

仕上材の剥落、下地材の露出

不法投棄、ごみの散乱、枯枝の散乱

害虫、害鳥・ねずみ等の発生

基礎の破損、上部構造とのズレ

建物全体の傾斜

建物⼀部の傾斜

雑草、越境枝葉などの迷惑植栽

物置、外塀等、⽴⽊の倒壊

屋根材飛散の恐れのある剥がれ

外壁⾯全体にわたる⼤きな⻲裂・剥落・落階

建物全体の崩落・落階

外壁材飛散の恐れのある剥がれ

落雪可能性

延焼ラインの外壁に可燃材を使用

道路 隣地 敷地内

影響範囲が敷地内にとどまる項目が多いものの、隣地等へ影響を及ぼしている事例が
⼀定数あることから、認定基準では、影響範囲についても考慮する必要があると考えられる

○ 危険を道路と隣地に及ぼしている割合が多い項目は下記（表７）
・「延焼ラインの外壁に可燃材を利用」 （83％）
・「落雪可能性」 （71％）
・「外壁材飛散の恐れのある剥がれ」 （58％）
・「建物全体の崩落・落階」 （57％）
・「外壁⾯全体にわたる⼤きな⻲裂・剥落・落階」 （55％）
・「屋根材飛散の恐れのある剥がれ」 （55％）
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